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１．計画策定にあたって 

大空町は、平成１８年３月３１日に旧東藻琴村と旧女満別町との合併により、人口

８，６３６人の町として誕生しました。 

旧２町村の職員については全職員新町に引き継がれたため、同規模自治体などと比

較して一時的に多くなったことから、平成１８年度から平成２３年度の６年間を計画

期間とする「大空町定員適正化計画」を策定し、職員数の目標を１５５人（純減数２

３人、１２．９％減）に定め、早期退職者の確保や計画的な新規採用者の実施など職

員数の適正化を進めてきました。 

その結果、平成２３年度当初の職員数は、３０人減（１６．９％減）の１４８人と

なり、目標を上回る結果を得ることができました。 

しかし、現在の地方自治体を取り巻く環境は依然と厳しい状況にあり、更なるスリ

ムで効率的な組織の構築が必要となっています。 

このような状況を踏まえ、引続き組織機構や事務事業の見直しなどによる職員数の

適正化を図り、簡素で効率的・効果的な執行体制を確立するため、本計画を策定する

ものであります。 

 

２．職員数の現状 

（１）職員数の推移 

  大空町では、平成１８年度に「大空町定員適正化計画」を策定し、職員数の適正化 

に取り組んできました。団塊の世代の職員の定年退職、勧奨退職の実施や新規採用者 

 の抑制、組織の見直し等を行い、平成１８年度当初の職員数１７８人は、平成２３年 

 度までの数値目標であった１５５人より７人少ない１４８人まで削減するなど効率

的な行政運営に努めてきました。 

                  （単位：人） 

区 分 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

職員数 １７８ １７１ １６３ １５７ １５０ １４８ 

前年差 ― ▲７ ▲８ ▲６ ▲７ ▲２ 

 ※各年度の職員数は、４月１日現在の数値です。 
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（２）類似団体との比較 

  平成２２年４月１日現在の類似団体（団体）における公営企業等会計に従事する職 

員を除いた普通会計職員数（平均）１２５人に対し、大空町の職員数は１５人多い１ 

４０人となっています。 

                （単位：人） 

区  分 
大空町の職員数

（人）  Ａ 

類似団体の職員数

（人） Ｂ 

超過数（人） 

Ｃ（Ａ－Ｂ） 

超過率（％） 

Ｃ/Ａ×100 

一般行政職 １１１ １０１ １０ ９．０ 

特別行政職(教育) ２９ ２４ ５ １７．２ 

普通会計職員合計 １４０ １２５ １５ １０．７ 

※類似団体の職員数は、全国の市町村を人口規模や産業構造等で細分化し、同じグルー

プに分類される普通会計の職員数を算出したものであり、本町は町村の「Ⅱ－０」（人

口 5,000 人以上 10,000 人未満、産業構造Ⅱ次・Ⅲ次８０％未満）に属しています。 

 

（３）人口比率（人口１万人当たりの職員数）による比較 

平成２２年４月１日現在の道内類似団体（町村）と人口比率により比較すると、大

空町は人口１万人当たりの職員数が１７０．３８人で４０町村中２３番目となってい

ます。 

道内の同規模団体との比較は、次のとおりとなっています。 

（単位：人） 

町 名 人口（人） 
普 通 会 計 

職員数（人） 

人口１万人当たり

の職員数（人） 

職員１人当たり 

の人口（人） 

池 田 町 ７，８４７ １０８  １３７．６３ ７２．６６ 

広 尾 町 ８，１２１ １２８ １５７．６２ ６３．４５ 

大 空 町 ８，２１７ １４０  １７０．３８  ５８．６９  

本 別 町 ８，４４９ １５１  １７８．７２  ５５．９５  

標 茶 町 ８，４９６ １６１  １８９．５０  ５２．７７  
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３．条例定数と現員数との比較、部門別職員数の推移及び年齢構成 

（１）条例定数と現員数との比較 

平成２３年４月１日現在における条例定数と現員数との比較は、条例定数１７０人 

に対し、現員数１４８人となっており、条例定数より２２人現員数が下回っています。 

（単位：人） 

区  分 町長部局 
議 会 

事務局 
監査委員 

選挙管理

委員会 

教 育 

委員会 

農 業 

委員会 
合 計 

条例定数(A） １２５ ３ １ １ ３５ ５ １７０ 

現員数(B） １０７ ３ ０ １ ３３ ４ １４８ 

差引(A)－(B) １８ ０ １ ０ ２ １ ２２ 

※現員数には、育児休業者、派遣職員を含みます。 

 

（２）部門別職員数の推移（各年４月１日現在） 

  平成１８年４月１日現在の職員数１７８人に対し、平成２３年４月１日現在の職員 

数は１４８人であり、３０人の減となっています。 

                  （単位：人） 

部 門     年 度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 

一般行政 １２８ １２２ １１８ １１４ １１１ １０６ 

特別行政（教育） ３４ ３３ ３２ ３１ ２９ ３３ 

公営企業等 

（簡水・下水道・国保・介護） 

１６ １６ １３ １２ １０ ９ 

合 計 １７８ １７１ １６３ １５７ １５０ １４８ 

対前年増減数 ― ▲７ ▲８ ▲６ ▲７ ▲２ 

※一般行政部門の職員数には、休職者、派遣職員を含みます。 

※部門別の人数は、地方公共団体定員管理調査調査要領に基づき分類されてます。 

※特別行政（教育）部門の職員数には、教育長は含みません。 

 ※各年度の部門別職員数は、４月１日現在の数値です。 
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（３）町職員の年齢構成 

  平成２３年４月１日現在の職員の年齢構成は、次の表のとおりとなっています。こ 

れまでの職員数の削減は、退職者の不補充や採用抑制によるところが大きく、新規採 

用者が少なかったことから若年層の職員数が少なくなっています。 

 

大空町職員の年齢構成

0 5 10 15 20 25 30 35

55歳以上

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

24歳以下

年
齢

人数

 

４．定員適正化計画の期間 

  本計画の期間は、平成２４年度から平成２８年度までの５年間とします。 

 

５．対象職員 

  計画の対象は全部門[一般行政、特別行政（教育部門）及び公営企業等]の一般職と 

します。 

 

 

 

 

 

 

年 齢 人数 割合 

２４歳以下  9人 6.1% 

２５～２９歳 8人 5.4% 

３０～３４歳 13人 8.8% 

３５～３９歳 31人 20.9% 

４０～４４歳 26人 17.6% 

４５～４９歳 18人 12.1% 

５０～５４歳 17人 11.5% 

５５歳以上  26人 17.6% 

合計 148人 100.0% 
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６．定員適正化計画の目標値及び年度別計画 

平成２２年４月１日現在、大空町の普通会計の職員数１４０人に対し、類似団体に

おける普通会計の平均職員数は１２５人であることから、平成２８年４月１日までに

１５人削減することとし、また、平成２２年４月１日現在の大空町における公営企業

等の職員数１０人を平成２８年４月１日までに３人削減し７人とすることで、任期付

職員及び再任用職員を除く職員数を１３２人とします。 

上記のことから、平成１８年度に策定した大空町の定員適正化計画において、１０

年後の職員数を人口６５人に対して１人とすることとし、平成２８年度の任期付職員

及び再任用職員を除く職員数を１３２人（純減数４６人、２５.８％減）とする目標

値を継続することとします。 

なお、今後の地方自治を取り巻く環境が大きく変化していく可能性があることに鑑

み、年度別計画についても、毎年見直していくこととします。 

《年度別計画》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※職員数（人）Aには、特別職及び教育長は含まず、休職者、派遣職員を含みます。 

※Ｈ２３の累計削減員数は、Ｈ１８からの累計した数値です。 

区 分      年 度 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

職 員 数 １４８ １４４ １４０ １３８ １３４ １３４ 

うち任期付職員数 １ １ １ １ １ １ 

うち再任用職員数    ５ １ １ 

任期付職員及び再任用職員

を除く職員数（人）     A 
１４７ １４３ １３９ １３２ １３２ １３２ 

退 職 予 定 者 数（人）   B ９ １２ １０ １ １   

次年度採用予定者数（人）C ５ ８ ３ １ １  

削減者数（人）  （B-C） D ４ ４ ７ ０ ０  

削減率（％） (D/A*100)  E ２．７ ２．８ ５．０ ０．０ ０．０  

累 計 削 減 員 数（人） ３５ ３９ ４６ ４６ ４６  

累 計 削 減 率（％） １９．７ ２１．９ ２５．８ ２５．８ ２５．８  
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７．定員適正化の方策 

（１）組織・機構の見直し 

  複雑・多様化する行政需要に的確に対応できるよう、簡素で効率的な業務執行体制 

となるよう弾力的に組織・機構の見直しを継続的に検討します。 

 

（２）事務事業の見直し 

  行財政改革の推進に合わせ、事務事業の見直しを継続的に行い、業務の効率化を図 

るとともに、外部委託、指定管理者制度の導入等の推進に努めます。 

 

（３）職員の適正配置 

  新規行政需要や業務量の変化に柔軟に対応し、常に業務量に見合った適正な職員配 

置に努めます。 

 

（４）職員研修と公務能率の向上 

  計画的かつ効果的な職員研修の実施により、職員の意識改革と資質向上を図り、公 

務能率の向上に努めます。 

 

８．その他 

（１）雇用と年金の接続への対応 

  公的年金等の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴って、定年退職後

に無収入となる期間が発生することから、希望する職員を再任用することとし、雇用

と年金の確実な接続を図ります。 

年金支給 

開始年齢 
６１ ６２ ６３ ６４ ６５ 

生年月日 
S28.4.2 ～  

S30.4.1 

S30.4.2 ～

S32.4.1 

S32.4.2 ～

S34.4.1 

S34.4.2 ～

S36.4.1 

S36.4.2～ 

 

（２）計画的な採用の継続  

  将来の組織力の低下を招かないよう中長期的な観点から採用を計画的に進めます。 
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９．計画の公表 

  定員適正化計画の進捗状況を町広報や町ホームページを通じて公表し、情報の公

開・人事行政の透明性の向上を図ります。 

 

１０．定員適正化計画の見直し 

  本計画については、計画の進捗状況の変化のほか、行財政改革の進展に伴い必要に

応じて逐次見直しを行うものとします。 


